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審 議 経 過

開 会 （第６２回 建築審査会の開催を宣言）

（まちづくり指導室長よりあいさつ）

（ 、 、 ）事務局 本日の審査会は ４名の委員の出席があり 会議は成立することを報告

本日の審査会は、議案第１号及び議案第２号が 「敷地等と道路との関係に、

かかる許可について」報告といたしまして、法第４３条第１項ただし書許

可の包括同意によります「敷地等と道路との関係に係る許可における包括

同意の報告」が２件であります。

本日は会長が欠席のため、会長代理を議長として、審議のほどよろしくお

願いいたします。

議 長 議案第１号について、事務局より説明をお願いします。

事務局 (議案第１号及び第２号は、同一場所であるので、同時に説明する ）。

議 長 議案第１号及び第２号の説明は終わりました。

ご質問等はございませんか。問題の確認からでも結構です。

委 員 １号地の西側の道の幅員は４メートルあって、２号地には既存の高い石積

、 。みがありまして 石積みを壊して後退するのが大変困難ということですか

事務局 そのとおりであります。

委 員 現状では石積みの高さが３．１３メートルはあるのですね。

事務局 そうでございます。この４宅地は、もともと一つの宅地でありまして、西

側部分につきましては、２号地と同様の石積みが１号地にもございます。

１号地の角のあたり、道路状況図でいいますと、番号４と書かかれている

。 、所から南の方に石積みが続いています

１号地の部分につきましては、石積みそのものの高低差が低いものですか

ら、やり換えについても掘削の影響において、工事中の道の通行部分を狭

めることなく石積みをやり換えることが可能となります。それと、本来中

心後退となるのですが、この件につきましては一方後退をすることで交通

の待避場所等の空間が確保できますので、この部分を４メートルといたし

ました。また、その下の２号地の石積は約５メートルありまして、その石

積みの肩から現在の２号地の宅地までの間に約２メートルから３メートル

の法面がございます。

委 員 「肩から」とはどう言うことですか。

事務局 石積みの天端部分であります。その石積みの天端部分とその西側の道部分

で、すでに４メートルの擁壁高さがございます。その石積みの天端から本

来の宅地部分で約３メートルの高低差がございます。

。その道部分から２号地の宅地面まで約８メートルの高低差が生じています



２号地部分について、たとえば石積みをやり直すことになりますと、現場

の敷地の約半分ちかくまで掘削していかないと擁壁の構造等において工事

がしにくいと聞いておりまして、そのようになってきますと実際この宅地

の北側に住宅がこざいまして、その部分の方の通行等におきましても影響

がでると近隣の方が説明会の中でも意見として出ていまして、そのような

ことを考慮いたしまして、できることだけでもしていただこうと考えてい

ます。

委 員 西側にあるような法面があっても中心後退するのが普通なのですか。

事務局 本来ですと、基本的には自然崖になるかどうかになるんですけれど、この

西側部分につきましても水路と書かれている所の石積みの部分までは、今

回の所有されている土地でありまして、実質面につきましては人工的に造

られた法面と解釈いたしまして、基本的には中心後退という考え方をもっ

ています。

委 員 この申請地の向かいや奥には住宅が沢山あるのですか。

事務局 この道に面しまして約５軒の個人住宅があり、東側に共同住宅が建ってま

して、共同住宅の方につきましてはその下の階段部分を通って、基本的に

は通路と考えていますが、実質面車等につきましては道の部分を通行して

います。このことから住宅の戸数にいたしますと約２０軒程度になろうか

と思います。

委 員 さらに住宅が増えるという感じではないですね。

事務局 ないです。

委 員 消防車はこの道を登って行けるのですか。

事務局 登っていけます。

委 員 「消防車が登って行けるのですか」との質問に、登れますとのことですが

実際に試されたりなされるのですか 、。

事務局 通常の普通車が登れるようでしたら、消防車も登ることができます。

委 員 この道は行き止まりとなっているのですか。

事務局 この奥は行き止まりとなっております。

委 員 付近見取り図を見ますと、道の奥はすごく狭くなっているように見えるの

ですが、車両は共同住宅の中で転回しているのですか。

事務局 道そのものにつきましては、共同住宅までが同じ幅員です。各々の住宅で

個人の方が転回されている形となりまして、第三者の方になりましたら奥

の共同住宅の部分で回転されるか、あるいは、今回の敷地の１号地の西側

部分の所が待避場所や転回場所となっております。



委 員 斜線制限は平均地盤ですか。

事務局 そうです。道の部分につきましては川西市の場合、平均ＧＬから１メート

ル下がりというところで道路面を算出いたしております。それからの道路

斜線ということになっております。

委 員 ６ページの場合、北側斜線は平均ＧＬとなっているのですか。

事務局 ６ページの部分で、西側立面図の窓の真ん中あたりで第一種低層住居専用

地域と点線部分の東側が第二種中高層住居専用地域に用途地域が分かれて

います。第一種低層住居専用地域の方が、北側斜線が生じてきまして今回

平均ＧＬからの高さ制限となっております。

議 長 １号地と３号地が今回の議案と言うことで、それに関しましては本来はこ

れでいいと言うことになりますが、ただ１、２、３、４号地が本来一つの

もので特に２号地の北側の石垣の件があって今回議案としてあがってきた

と解釈していますが、今回は１号地と３号地について了解したということ

で、次に２号地と４号地が出てきたときに新たに議案としてあがるのか。

２号地と４号地の建物については今回でよしとするのかという感じがする

がまだ出てきていないので何ともいえないので、本日はまさしく議案第１

号と第２号について承認したと言うことでよろしいか。

事務局 今回は１号地と３号地に関して審議していただいていますので、その件に

つきましては本日採決をお願いしたいと思います。後の２号地と４号地に

関しましても今後許可申請が出てこようと思いますので、その時には４宅

、地一連と考えて個別で付議させていただくような方向で考えていますので

またその時には会長と協議させていただき、お諮りする方向で事務局は考

えております。

議 長 議案第１号及び第２号について同意してよろしいか。

委 員 （異議なしとの発言あり ）。

、

議 長 議案第１号及び議案第２号については同意いたします。

議 長 続きまして、報告第１６号及び１７号について、説明をお願いします。

事務局 （報告第１６号及び１７号について説明）

議 長 報告案件の第１６号及び第１７号について、説明は終わりましたが、何か

質問はございませんか。

委 員 １０ページの所で、両方の道で２メートルの中心後退ですか。

事務局 両方の道空地から２メートルの中心後退です。

委 員 写真で見る限り敷地が無くなりそうですね。



委 員 両側で後退するのですね。

事務局 両方中心後退をしていただきます。

委 員 「道は、道ですよ」ということが主ですね。

事務局 はい、そのとおりです。

委 員 ４メートルの道に少しでも接してたら可で、２メートルの道を４メートル

にしてから家が建てられるというよりも、むしろ道路をまず４メートルに

するということですね。

事務局 難しい質問ですが、基本的に指導するなかで、交通上とか防火上で安全な

道空地を担保するために許可せよということがありますので、あくまでも

指導を行っていきます。ただ、状況によっては以前にも審議していただい

たと思いますが、３方道路で全ての道が後退しなかったケースもあったこ

とも事実です。それらは、状況を見て４３条ただし書きの適用範囲がどこ

までもって行けばすべての宅地というか、住宅が救えるかということを検

討して行きますので、その中で、ケースバイケースの部分もあるかもわか

りませんが、基本的に２項道路と２項道路と同じように「全て後退が発生

します」と指導します。２項道路の場合は義務ですけれど、この場合は指

導と言うことで、許可要件等となります。

委 員 袋小路の場合、奥の方は後退しなければ建てられませんが、一番手前の袋

小路の出口の所の家は二面が道に面していますので、特に袋小路の法的後

退をしなくてもよいと思われますが、これと同じ考え方でしたら角の家も

奥の家と同様に後退していただくこととなるわけですね。

事務局 そうですね。そこらが強く指導するケースもありますので、全てがそろっ

て行けるかどうかということは難しいところもあるわけですけれど、空間

を取ってくださいよというケースもありますし、全ての構造物をさがって

いただくケースもありまして、使い分けする場合もこざいます。ただ、両

側をさがっていただく場合には両面道路の適用を受けての角地緩和が可能

となります。

委 員 今回の場合は角地緩和となるのではないのですか。

事務局 この場合は、両面道路の適用をされますので建ぺい率緩和で７０パーセン

トとなります。建ぺい率は実際４９パーセントですので充分余裕がありま

す。

議 長 他に質問はこざいませんか。

ないようですので、報告第１６号及び１７号について、了承いたします。

議 長 報告について終わりましたが、他に事務局の方で何かありますか。

事務局 特にございません。

次回の審査会開催は、現在のところ、案件を事務局に預かっておりません



ので１２月はお休みとさせていただきたいと思います。また１月につきま

しても特別な案件が出てこない限り、休み月と考えておりまして、次回は

２月になると思われます。

議 長 本日の審査会の署名委員は、私と末澤委員にお願いいたします。

議 長 １２月、１月については、お休みということで。次回については、２月の

第３水曜日の２月１５日を予定とし、また、何かありましたら事務局の方

で調整していただきます。

以上で本日の審査会は終了いたします。

閉会 午後２時５５分


